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不開示理由等 所管局部課等

1 R5.8.9 R5.10.5

「新宿線瑞江駅エレベー
ター設置土木工事」に関す
る以下の内容
・工事費総括書・工事総括
書・種別内訳書・代価明細
表・諸経費計算書・数量根
拠

170 1
交通局建設工
務部計画改良
課

2 R5.8.9 R5.10.5

「新宿線瑞江駅エレベー
ター設置土木工事」に関す
る以下の内容
・見積書・単価決定簿

14 1 1 1 1 1

（第７条第２号及び第３号）
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもので
あるため。
また、この情報は取引先等の限られた一定範囲の者
のみに明らかにしている内部管理情報であり、公に
することにより契約先事業者の競争上の地位又は事
業運営上の地位が損なわれるおそれがあると認めら
れるため。
（第７条第３号）
見積価格はその価格を提供した会社の経営上の情報
であり、公にすることにより、当該会社の競争上又
は事業運営上の地位が損なわれるおそれがあると認
められるため。
（第７条第４号）
公にすることにより、偽造等のため当該企業の財産
等への不法な侵害を招くおそれがあるなど、犯罪を
誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある
ため。
（第７条第６号）
採用金額算出に係る部分を開示した場合、見積会社
の思惑等により見積価格の高止まりを招く等、適切
な単価設定に支障が生じるおそれがあると認められ
るため。

交通局建設工
務部計画改良
課

3 R5.8.9 R5.10.5

「新宿線瑞江駅エレベー
ター設置土木工事」に関す
る以下の内容
・機械器具調書、材料品調
書・個別登録単価一覧・単
価特別調査結果

1 実施機関において作成しておらず存在しないため。
交通局建設工
務部計画改良
課

4 R5.9.25 R5.10.5
令和４年度及び５年度にお
ける特別警備業務委託の予
定価格表

2 1 1

（第７条第６号）
予定価格は公にすることで以後当局が行う同種の契
約において、見積金額の高止まりを招く等、契約事
務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため。

交通局電車部
営業課

5 R5.9.22 R5.10.6
給与からの控除に関する協
定

2 1 1

（第７条第４号）
印影について公にすることにより、偽造等のため当
該個人の財産等への不法な侵害を招くおそれがある
など、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にするお
それがあるため。

交通局職員部
労働課

6 R5.9.25 R5.10.6

交通局自動車部と東京交通
労働組合自動車部とが取り
交わした労使協定及び交通
局自動車営業所（品川、巣
鴨、北及び南千住）と東京
労働組合支部（品川、巣
鴨、北及び南千住）とが取
り交わした労使協定

19 1 1

（第７条第４号）
組合自動車部長及び支部長並びに組合自動車部長及
び支部長個人の印影の表示は、公にすることによ
り、偽造等のため当該組合及び個人の財産等への不
当な侵害を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し、
又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。

交通局自動車
部管理課

7 R5.9.25 R5.10.6
新東京交通労働組合　団体
交渉記録

10 1
交通局職員部
労働課

8 R5.10.3 R5.10.13
・子育て応援スペースの試
験導入について
・会議等議事要旨記録表

4 1
交通局電車部
営業課

9 R5.10.3 R5.10.13

都営大江戸線の名称の公募
結果上位３０位まで、及
び、名称決定にかかる
（「大江戸線」の名称採用
に関する）議事録等一切の
文書

1
当該公文書は、保存期間が経過して廃棄しており、
存在しないため。

交通局総務部
お客様サービ
ス課

10 R5.9.14 R5.10.23

令和４年度一般研修「鉄道
営業フォローアップ科」に
関する以下の文書
１　同研修で使用された教
材が分かる文書

1 1

（第７条第３号）
当該公文書は、研修教材を作成した企業の営業上の
情報であって、公にすることで当該企業の競争上又
は事業運営上の地位が損なわれるおそれがあるた
め。

交通局職員部
研修所

11 R5.10.19 R5.10.23

交通局自動車部品川営業所
　東京交通労働組合自動車
部品川支部長の仕業雑勤務
記録簿（令和５年４月２８
日から令和５年１０月１９
日まで）

28 1
交通局自動車
部管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条



12 R5.10.19 R5.10.27

東京交通労働組合自動車部
品川支部長、副支部長及び
会計の乗務記録（令和４年
４月１日から令和５年１０
月１９日まで）

104 1 1
（第７条第２号）休暇等の表示は、公にすることに
より、個人の権利利益を害するおそれがあるため。

交通局自動車
部管理課

13 R5.10.19 R5.10.27

交通局自動車部全営業所及
び支所の東京交通労働組合
自動車部副支部長及び会計
の勤務予定表

1 実施機関では、作成しておらず、存在しないため。
交通局自動車
部管理課

14 R5.10.19 R5.10.27

交通局自動車部品川営業所
　東京交通労働組合自動車
部品川支部長、副支部長及
び会計の「支部役員用」と
書かれた勤務予定表（令和
４年４月１日から令和５年
１０月１９日まで）

1 実施機関では、作成しておらず、存在しないため。
交通局自動車
部管理課


